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支 給 額

臨時福祉給付金の支給要件（支給対象者）

一人につき3,000円（支給は１回限り）

◆問合せ先◆厚生労働省給付金専用ダイヤル（平日午前９時～午後６時ただし、
12月18日までは土・日曜、祝日も開設）☎0570・037・192
または地域包括ケア推進課福祉総務係☎497・2056

　次の4点すべてを満たす方が対象。
①平成28年１月１日に清瀬市の住民で
    あった
②平成28年度の住民税（均等割）が非
    課税である
③課税されている人の扶養親族等（※）
    になっていない
④生活保護などの受給者ではない

（※扶養親族等とは、税法上の控除対象配偶者、
配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、
青色事業専従者、白色事業専従者、16歳未満
の年少者）

障害（基礎）・遺族（基礎）年金受給者向け
給 付 金 の 支 給 要 件（ 支 給 対 象 者 ）
　左記の臨時福祉給付金の支給要件を
満たす方で、平成28年５月分の障害基
礎年金または遺族基礎年金を受給され
ている方（両方の条件を満たす方）
　ただし、障害厚生年金のみ、遺族厚
生年金のみを受給されている方や、高
齢者向け給付金（年金生活者等支援臨
時福祉給付金）を受給された方は対象
外です。

支 給 額
一人につき30,000円（支給は１回限り）

平成28年臨時福祉給付金と
障害（基礎）・遺族（基礎）年金受給者向け給付金について

詳 細 が 決 ま り 次
第、市ホームペー
ジや市報でお知ら
せします。

支給対象となる可能性のある方には
　　　　９月下旬ごろに申請書を発送予定です

臨 時 福 祉 給 付 金 と は？
　消費税率の引き上げに際し、所得の
低い方々への負担の影響を考慮し、暫
定的・臨時的な措置として支給するも
のです。

障害（基礎）・遺族（基礎）年金
受 給 者 向 け 給 付 金 と は？

　「一億総活躍社会」の実現に向け、
賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得
の少ない障害基礎年金・遺族基礎年金
受給者の方に支給するものです。

　現在、満70歳以上の都民の方に発
行されている東京都シルバーパス
は、平成28年９月30日㈮が有効期限
となります。引き続きご利用になる
方は、更新手続きが必要です。
　シルバーパスをお持ちの方には８
月下旬に東京バス協会から「シルバ
ーパス更新手続きのご案内」が届き
ますので、引き続きご利用になる方
は、届いた案内を確認して９月中に
更新手続きを行ってください。
必要書類・費用　下表１のとおり
※共通必要書類＝シルバーパス更新
申込書（８月下旬に郵送）、現在使
用中のシルバーパス、住所・氏名・
生年月日が確認できる身分証明書

（保険証、運転免許証など）
シルバーパス臨時更新会場・開設日
時　下表２のとおり
※下記の会場では、更新のみの受付
となります。窓口で長時間お待ちい
ただくことを避けるため、更新日時
・会場を指定しています。送付され
た「更新申込書」で必ずご確認くだ
さい。なお、新規での申込みについ
ては、市ホームページをご覧くださ
い。
※市役所では東京都シルバーパスの
発行・更新などの手続きは行ってい
ません。
問合せ　東京バス協会シルバーパス
専用電話☎03・５308・６９５0

対象区分 必要書類 費用
平成28年度の住民税が

「課税」の方 共通必要書類 20,510円

平成28年度の住民税が
「非課税」の方

共通必要書類の他、①「平成28年度介護保険料納入（決定）通
知書」の所得段階区分欄に１～5の記載があるもの②平成28
年度住民税非課税証明書③生活保護受給証明書のいずれか
１点

1,000円
平成28年度の住民税は課税
だが、27年の合計所得金額
が125万円以下の方

共通必要書類の他、①「平成28年度介護保険料納入（決定）通
知書」の所得段階区分欄に６の記載があるもの②平成28年度
住民税課税証明書のいずれか１点

平成27年度経過措置のうち、
平成17年度の住民税が非課
税であったことにより、1,000
円でパスの発行を受けた方

共通必要書類

東 京 都 シ ル バ ー パ ス の 更 新 手 続 き に つ い て

場所 日程 時間
竹丘地域市民センター ９月８日㈭・９日㈮

午前10時～
午後４時

生涯学習センター ９月６日㈫・７日㈬・13日㈫・14日㈬・27日㈫・28日㈬
野塩地域市民センター ９月15日㈭・16日㈮

中清戸地域市民センター ９月20日㈫・21日㈬

【表１】必要書類・費用

【表２】シルバーパス臨時更新会場・開設日時
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日程 午前 午後

９月26日㈪ 生涯学習センター
野塩老人いこいの家

９月27日㈫
竹丘地域市民

センター -

ふれあいホール（信愛の園）

９月28日㈬
中清戸地域市

民センター -

児童センター

９月30日㈮
下宿地域市民

センター -

- 中里地域市民センター
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障害のある方などの各種手当一覧
制　度 対　象　者 給付の内容など

特別児童扶養
手当（国制度）

次のいずれかの障害程度の20歳未満の児童
を扶養する父母または養育者。①身体障害
者手帳１～４級の一部②愛の手帳１～３度
程度③①、②と同程度の疾病若しくは、身
体または精神に障害のある方 

月額51,500円ま
たは34,300円

（等級による）

特別障害者手
当（ 国 制 度 ）

①20歳以上の日常生活で常時特別な介護を
必要とする程度の障害のある方②身体障害
者手帳１～2級、愛の手帳１～2度程度で
重複障害の方③①、②と同程度の疾病、精
神障害があり１人で日常生活ができない状
態の方

月額26,830円

障害児福祉手
当（ 国 制 度 ）

①20歳未満の日常生活で常時介護を必要と
する程度の児童②身体障害者手帳１～2
級、愛の手帳１～2度程度③①、②と同程
度の疾病、精神障害のある児童

月額14,600円

心 身 障 害 者
福 祉 手 当

（ 都 制 度 ）

次のいずれかの障害程度のある20歳以上64
歳以下の方。①身体障害者手帳１～2級②
愛の手帳１～３度③脳性麻痺④進行性筋萎
縮（いしゅく）症

月額15,500円
（併給なし）

重 度 心 身
障 害 者 手 当

（ 都 制 度 ）

次のいずれかの障害程度のある64歳以下の
方（東京都の認定が必要）。①最重度の知
的障害で常時特別な介護が必要な方②重度
の知的障害と身体障害を重複の方③重度の
肢体不自由で両上肢、両下肢の機能が失わ
れ常時特別な介護が必要な方 

月額60,000円

心身障害者手
当（ 市 制 度 ）

次のいずれかの障害程度のある20歳以上64
歳以下の方。①身体障害者手帳４級以上②
愛の手帳４度以上 

月額4,000円
（併給なし）

心 身 障 害 児
福 祉 手 当

（ 市 制 度 ）

次のいずれかの障害程度のある20歳未満の
児童を扶養する父母など。①身体障害者手
帳４級以上②愛の手帳４度以上

月額4,500円
（併給なし）

福 祉タクシー
利 用 助 成

（ 市 制 度 ）
次のいずれかの障害程度のある方。①身体
障害者手帳１～2級②愛の手帳１～2度

半年で19,800円
を上限

心 身 障 害 者
（児）ガソリン

費 補 助
（ 市 制 度 ）

次のいずれかの障害程度のある方。①身体
障害者手帳６級以上②愛の手帳４度以上 

月額１㍑あたり
54円（上限は等
級により30㍑ま

たは50㍑）

難病疾患者援
護金（市制度）

市が定める特殊疾病にり患していて、かつ
東京都発行の特定医療費受給者証等（法制
番号54,82,83）をお持ちの方。

月額4,500円
（併給なし）

◆児童扶養手
当（ 国 制 度 ）

18歳到達の年度末までの児童、または20歳
未満で政令で定める程度の障害を有する児
童を養育し、次の要件に該当している方①
父子・母子・養育者家庭など②父または母
が重度の障害である場合

月額１人の場合
42,330円～9,990
円（所得額によ

る）

◆児童育成手
当-育 成 手 当

（ 都 制 度 ）

18歳到達の年度末までの児童を養育し、次
の要件に該当している方①父子・母子・養
育者家庭など②父または母が重度の障害で
ある場合 

月額
１人13,500円

◆児童育成手
当-障 害 手 当

（ 都 制 度 ）

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を
養育している方。①身体障害者手帳１～2
級程度②愛の手帳１～３度程度③脳性麻痺
④進行性筋萎縮症

月額
１人15,500円

 ※いずれも所得制限などがあります。金額が変更になる場合もあります。
詳細は、◆が付いた手当は子育て支援課助成係☎497・2088、その他は障
害福祉課庶務係☎497・2072へお問い合わせください。

平 和 祈 念 フ ェ ス タin清 瀬
～ お だ や か な と き を 子 ど も た ち に ～

▪報告会─清瀬市の代表と
して広島に派遣された、小
・中学生のピース・エンジ
ェルズによる学習成果の報
告と市民団体による報告で
す。
▪演奏会─池山由香さんに
よる、アルパの演奏と歌を
お楽しみ下さい。
▪講演会─生まれたときか
ら戦争だった～子どもの目
か ら 見 た 戦
中・ 戦 後 の
くらし～
平 和 祈 念 展
等 実 行 委 員
会 委 員・ 定
信夫氏
日時　８月21日㈰午後１時
30分～（開場は午後１時）
場所　アミューホール
※直接会場へ。
※保育あり（６か月～未就
学児）。希望の方は、実行
委員会事務局（企画課市民
協 働 係 ☎4９7・1803）に 要
事前予約。

　広島・長崎被爆関係や清
瀬と戦争のパネル展示、市

民からお借りした貴重な書
籍・資料の展示もあります。
日時　８月９日㈫～21日㈰
午前10時～午後６時
場所　クレアギャラリー

（クレアビル4階）

報告会・演奏会・講演会

定信夫氏

展示会

ピース・エンジェルズ（広
島派遣生）からのコメント

奥
村
桃
子
さ
ん

　学習会で勉
強した、佐々
木貞子さんが
生きたかった
人生、また被
ばくにあい命
を落とした多

くの人たちのためにも私たち
が生き、平和の大切さを伝え
なくてはいけないと思 いま
す。

　私は広島で
オバマ大統領
が折った貴重
な４羽のつる
が、とても見
たいです。な
ぜならば、広

島の歴史を自身の目で見て、
全世界の平和を願って寄付し
たからです。
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両方の支給要件に該当する方は、2つの給付金を受給できます。


